
パソコンテレビ等の家電リサイクル品

●引き取りの依頼方法

多摩興運㈱
☎042（374）2415

㈱調布清掃
☎042（339）7753

㈱加藤商事
☎03（3480）5111

また、郵便局で家電リサイクル券を購入し家電に貼付したうえで、
指定引取場所に直接持ち込むこともできます。

●リサイクル料金と運搬料

※リサイクル料金の詳細については家電リサイクル券センターまで
　お問い合わせください 

https://www.rkc.aeha.or.jp/　☎0120（319）640
9：00～18：00 （日曜・祝日を除く）

テレビ（ブラウン管、
液晶・有機EL・プラズマ）

洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫・冷凍庫

クーラー・
エアコン

その他

販売店、専門店に引き取ってもらいましょう。
ご不明な点はエコプラザ多摩へ  ☎042（338）6836

消火器原付バイクを含むオートバイ
原付バイク（50cc未満）を含むオートバイ

▶詳細・お問い合わせ

▶詳細・お問い合わせ

（公財）自動車リサイクル促進センター　https://www.jarc.or.jp/motorcycle/

郵便局

●ＰＣリサイクルマークが
　ついているパソコン ： 無料
●平成15年10月以前に発売されたパソコン
　ノートパソコン ： 3000円程度
　デスクトップパソコン ： 7000円程度

パソコン
メーカー

不要なパソコン

PCリサイクル
マーク

（サイドカー、バギー車、電動キックボード、電動アシスト付自転車を除く）

タイヤタイヤタイヤ 自動車用部品自動車用部品自動車用部品石石石 ブロックブロックブロック 土土土二輪車リサイクルコールセンター  ☎050（3000）0727
９：30～17：00（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

（土曜・日曜・祝日および12：00～13：00を除く）

https://www.ferpc.jp/disposal/help/

☎03（5829）6773　9：00～17：00

（株）消火器リサイクル推進センター
▶詳細・お問い合わせ

（一財）家電製品協会　家電リサイクル券センター

メーカー（製造者）ごとに決められたリサイクル料金がかかります。また、
運搬を依頼する場合は販売店及び収集業者が決める運搬料がかかります。

＜2種類の回収方法があります＞

メーカーによるリサイクル 宅配便を活用したリサイクル

家庭用のパソコンは「資源有効利用促進法」に基づき、
パソコンメーカーが回収を行っています。

PCリサイクルマークがついていない平成15年9月までに
購入されたパソコンや、自作のパソコンも回収できます。

●デスクトップパソコン
●ブラウン管式ディスプレイ
●ノートパソコン　●液晶式ディスプレイ

対 象　
●パソコン
　（デスクトップパソコン、ノートパソコン、自作パソコン含む）
●パソコン周辺機器（モニター、キーボード、プリンター等）
●その他小型家電

対 象　

料 金

支 払
方 法

料 金

回 収
までの
流れ ❷メーカーからエコゆうパック伝票が

　送られてきたら、パソコンを包装し
　伝票を貼付けする。
❸最寄りの郵便局に持ち込むか、戸別
　回収を依頼する。

❶各メーカーに回収の申し込み

回 収
までの
流れ

❶インターネット（リネットジャパンリサイクル㈱HP）
　又はFAX（専用申込書）で申し込み。
FAX専用申込書は、エコプラザ多摩、多摩市本庁舎

　1階（エコフレンドリー窓口）でお渡ししています。

❷ダンボール箱等にパソコン等を詰める。
　（縦×横×高さの合計が140cm以内かつ重量20kg以内）
　※ダンボールはご自分でご用意ください（有料でお届け可能）

❸ご希望日時（最短で申し込みの翌日）に
　宅配業者が回収に伺います。

有料
ただしパソコンを含む場合は1箱のみ無料
（一部例外あり。
料金はリネットジャパンHPでご確認ください）

クレジットカード、現金（別途手数料がかかります）
※FAX申し込みの場合は、現金払いになります

お申し込み窓口

※メーカーによって異なります

【関連情報】 一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会
https://www.pc3r.jp/　☎０3（5282）7685
10：00～17：00（土曜・日曜・祝日・年末年始・一部夏季を除く）

【関連情報】 リネットジャパンリサイクル（株）
https://www.renet.jp/　☎0570（085）800
10：00～17：00（年末年始を除く）

新しい製品に買い替える場合は販売店へ、または過去に購入した販売店へ
引き取りを依頼できます。また、引き取り手のない製品の収集運搬は、
下記の収集業者に依頼してください。（受付可能件数に限りがあります。）

市では収集できません
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